
は
じ
め
に

吉
備
真
備
は
、
留
学
生
・
遣
唐
副
使
と
し
て
二
度
の
入
唐
経
験
を
も
ち
、
唐
礼

を
は
じ
め
多
数
の
文
物
を
日
本
に
も
た
ら
し
、
日
本
律
令
国
家
の
思
想
と
文
化
の

展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、
藤
原
仲
麻
呂
、
孝
謙
・
称
徳
天
皇
、

道
鏡
、
光
仁
天
皇
ら
を
め
ぐ
る
政
治
と
政
争
の
中
心
に
位
置
し
つ
つ
、
右
大
臣
で

官
歴
を
終
え
た
奈
良
時
代
史
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
人
物
の
一
人
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
そ
の
死
後
、
と
く
に
平
安
後
期
以
降
、
伝
説
化
さ
れ
た
姿

で
人
々
の
間
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

大
江
匡
房
の
『
江
談
抄
』
や
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
か
ら
は
じ
ま
り
、
多
く
の

始
源
伝
承
に
彩
ら
れ
な
が
ら
、
一
方
で
『
�
�
抄
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
安
倍
晴

明
伝
説
と
結
び
つ
い
て
陰
陽
道
の
始
祖
へ
と
も
姿
を
変
貌
さ
せ
て
い
っ
た
。
近
世

中
期
以
降
、
吉
備
真
備
に
か
か
わ
る
遺
蹟
が
確
認
、
あ
る
い
は
発
見
さ
れ
、
伝
説

と
歴
史
の
あ
い
だ
で
真
備
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
が
展
開
さ
れ
た
。

現
代
の
歴
史
学
に
お
い
て
は
、
伝
説
を
切
り
離
し
て
、
歴
史
的
事
実
の
確
定
と

そ
れ
に
も
と
づ
く
吉
備
真
備
の
実
像
を
解
明
し
、
八
世
紀
の
歴
史
社
会
の
な
か
に

（
１
）

位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
、

真
備
の
実
像
と
は
別
に
、
真
備
伝
説
そ
の
も
の
を
と
り
あ
げ
検
討
す
る
研
究
も
近

（
２
）

年
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
真
備
を
め
ぐ
る
言
説
と
研
究
自
体
、
そ
れ
ら
が
展
開
さ
れ
た
時
代
と

状
況
に
対
す
る
歴
史
学
的
研
究
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
近

世
の
備
中
地
域
を
中
心
に
、
真
備
を
め
ぐ
る
言
説
と
そ
の
特
質
を
歴
史
意
識
と
結

び
つ
け
て
検
討
し
た
い
。
下
道
を
本
姓
と
し
、
三
善
清
行
「
意
見
封
事
十
二
箇
条
」

が
右
大
臣
兼
備
中
国
下
道
郡
大
領
だ
っ
た
と
記
し
た
よ
う
に
、
備
中
国
下
道
郡
が

真
備
ゆ
か
り
の
地
だ
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
出
身
地
で
終
焉
の
地
だ
と
す
る
意
識

が
広
ま
り
、
そ
れ
ら
と
遺
蹟
・
遺
物
と
い
う
「
物
的
証
拠
」
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
、

地
域
の
歴
史
意
識
が
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
現
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
着

吉
備
真
備
の
遺
蹟
と
歴
史
意
識
―
近
世
備
中
地
域
を
中
心
に
―

＊
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目
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

近
世
に
お
け
る
吉
備
真
備
の
評
価
や
顕
彰
に
つ
い
て
は
、
明
治
期
の
重
野
安
繹

（
３
）

（
４
）

『
右
大
臣
吉
備
公
伝
纂
釈
』
と
昭
和
初
期
の
永
山
卯
三
郎
『
吉
備
郡
史
』
が
多
く
の

（
５
）

（
６
）

（
７
）

史
料
を
収
集
紹
介
し
、
戦
後
も
『
真
備
町
史
』、
中
山
薫
氏
、
高
見
茂
氏
ら
に
よ
り

検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
の
よ
う
な
真
備
論
の
一
部
と
し
て
で

は
な
く
、
近
世
の
備
中
岡
田
藩
・
庭
瀬
藩
領
内
外
の
地
域
に
お
け
る
歴
史
意
識
の

問
題
と
し
て
、
真
備
を
め
ぐ
る
言
説
と
遺
蹟
に
つ
い
て
整
理
、
検
討
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

１

吉
備
公
墓
の
顕
彰
と
岡
田
藩

（
１
）
吉
備
公
墓
の
発
掘

備
中
出
身
で
晩
年
を
岡
田
で
過
ご
し
た
十
八
世
紀
後
半
の
地
理
学
者
古
川
古
松

軒
は
、『
吉
備
の
志
多
道
』
の
な
か
で
「
吉
備
大
臣
の
御
廟
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う

（
８
）

に
記
し
て
い
る
。

昔
時
よ
り
吉
備
公
御
墳
墓
な
り
と
い
ひ
、
時
代
遥
に
阻
る
に
因
り
て
其
証
も

無
か
り
し
故
、
大
僊
院
殿
〈
奉
号
、
伊
東
信
濃
守
長
貞
〉
廉
潔
質
直
の
御
気

象
あ
っ
て
、
世
人
半
疑
半
信
に
て
是
を
崇
む
る
は
、
其
実
に
あ
ら
ず
と
仰
あ

り
。
元
禄
年
中
此
墳
を
発
き
見
給
ふ
に
、
御
棺
あ
り
て
内
に
は
御
骨
あ
り
、

御
脛
骨
甚
だ
長
し
。
伝
へ
聞
く
吉
備
公
御
長
高
か
り
し
と
、
是
に
よ
り
て
御

真
廟
な
り
と
て
、
縁
起
除
地
を
寄
附
し
給
ひ
、
真
蔵
寺
と
い
ゝ
し
寺
を
吉
備

寺
と
改
称
し
て
、
末
代
に
吉
備
公
の
霊
を
祀
ら
し
め
給
ふ
。
墳
墓
を
発
き
給

ひ
し
は
大
器
量
に
し
て
、
普
く
世
人
の
疑
を
解
き
給
ひ
ぬ
。
是
れ
聖
知
と
も

云
ふ
べ
き
か
。

吉
備
公
墓
（
吉
備
真
備
墓
）
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
墓
を
、
元
禄
年
中
に
岡
田
藩
主

伊
東
長
貞
が
発
掘
し
た
と
こ
ろ
棺
が
あ
り
、
長
大
な
脛
骨
が
発
見
さ
れ
た
の
で
、

長
身
だ
っ
た
と
い
う
吉
備
真
備
の
墳
墓
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
し
か
し
古
松
軒
は
続
け
て
、
下
道
圀
勝
母
骨
臓
器
や
楊
貴
氏
古
墓
の
甎
に

銘
が
あ
る
の
に
、「
吉
備
公
の
御
墳
墓
に
銘
の
な
き
事
不
審
、
或
人
の
云
ふ
、
墓
誌

あ
り
し
と
言
伝
ふ
と
、
然
れ
ど
も
吉
備
寺
の
縁
起
に
も
記
さ
ず
。
其
他
を
索
る
に

ま
た
詳
な
ら
ず
。
諺
に
云
ふ
、
鰯
の
頭
も
信
心
と
い
へ
ば
、
吉
備
公
の
徳
を
崇
む

る
に
、
其
地
の
真
偽
を
論
ぜ
ん
や
」
と
し
、
ま
た
「
大
僊
公
名
称
し
給
ひ
し
吉
備

公
の
御
廟
に
疑
を
記
せ
る
は
甚
だ
お
そ
れ
有
と
い
へ
ど
も
、
其
実
を
云
ふ
の
み
」

と
疑
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

伊
東
長
貞
が
吉
備
公
墓
を
発
掘
し
た
と
す
る
史
料
は
、
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
だ
け

（
９
）

で
あ
る
。
長
貞
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
九
月
に
駿
府
加
番
役
に
任
じ
ら
れ
、

翌
六
年
九
月
一
日
に
駿
府
で
五
一
歳
で
死
去
し
て
い（
１０
）
る
。
長
貞
が
吉
備
公
墓
を
発

掘
し
た
と
す
れ
ば
、
元
禄
元
年
〜
五
年
こ
ろ
の
こ
と
に
な
る
。

岡
田
藩
は
伊
東
長
実
に
は
じ
ま
る
。
長
実
は
秀
吉
の
高
松
城
水
攻
め
後
に
川
辺

に
一
万
石
を
領
し
、
大
阪
の
陣
で
は
豊
臣
方
に
組
し
た
が
、
関
ケ
原
の
旧
功
に
よ

り
許
さ
れ
旧
領
を
安
堵
さ
れ
た
。
陣
屋
は
長
貞
の
と
き
に
中
村
、
次
の
長
救
の
と

き
に
岡
田
に
移
っ
た
。
そ
の
領
知
は
備
中
国
下
道
郡
内
十
ヵ
村
・
美
濃
国
池
田
郡

内
二
ヵ
村
・
摂
津
国
豊
島
郡
内
一
ヵ
村
・
河
内
国
高
安
郡
内
二
ヵ
村
の
計
一
万
三

四
三
石
で
、
そ
の
な
か
に
、
吉
備
公
墓
の
あ
る
下
道
郡
八
田
村
が
含
ま
れ
て
い（
１１
）
た
。

古
松
軒
が
長
貞
の
発
掘
の
動
機
と
し
て
「
世
人
半
疑
半
信
に
て
是
を
崇
む
る
は
、

其
実
に
あ
ら
ず
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
吉
備
公
墓
自
体
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
、

崇
拝
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
没
し
た
在
田
軒

道
貞
が
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
著
し
た
『
吉
備
物
語
』
上
巻
「
吉
備
大
臣
」

に
記
述
が
あ
る
。
在
田
軒
道
貞
は
本
名
を
吉
岡
信
元
と
い
い
、
上
京
し
て
貞
門
派

吉
備
真
備
の
遺
蹟
と
歴
史
意
識
―
近
世
備
中
地
域
を
中
心
に
―
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の
俳
人
と
な
り
、
の
ち
に
帰
郷
し
て
故
郷
の
新
賀
村
に
帰
農
し
、『
備
中
小
田
物
語
』

な
ど
を
著
し（
１２
）
た
。
関
係
す
る
部
分
を
抜
粋
す
る
と
次
の
よ
う
に
な（
１３
）
る
。

墓
印
は
八
田
村
の
天
神
の
鼻
よ
り
山
の
上
の
氏
神
の
社
を
過
て
天
神
の
宮
へ

行
道
に
塚
あ
り
。
其
上
に
高
さ
七
尺
あ
ま
り
し
五
輪
有
。
是
な
ん
吉
備
公
の

印
と
申
す
。
其
北
の
谷
に
薬
師
堂
有
。
吉
備
寺
真
蔵
院
と
て
真
言
宗
と
ぞ
。

真
備
墓
に
は
高
さ
七
尺
余
の
五
輪
塔
が
あ
る
と
い
う
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）

に
著
さ
れ
た
「
吉
備
国
下
道
郡
鏡
林
山
吉
備
寺
記
」（
以
下
「
吉
備
寺（
１４
）

記
」）
に
も

「
葬
于
此
山
之
半
腹
。
五
輪
塔
婆
現
存
。
石
古
苔
厚
」
と
記
さ
れ
る
五
輪
塔
婆
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
吉
備
公
墓
も
中
世
の
も
の
と
み
ら
れ
る
宝
篋
印

塔
を
祀
っ
て
い
る
。

古
川
古
松
軒
は
、
伊
東
長
貞
が
吉
備
公
墓
を
発
掘
後
、
真
蔵
寺
を
吉
備
寺
と
改

称
し
た
と
し
て
い
る
が
、『
吉
備
物
語
』
に
は
す
で
に
吉
備
寺
真
蔵
院
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
岡
山
県
に
報
告
さ
れ
た
吉
備
寺
宝
物
一
覧

の
な
か
に
、「
野
馬
台
詩

一
巻

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
作
」
が
み
え（
１５
）
る
。
岡

田
藩
江
戸
藩
邸
の
江
口
衛
士
助
か
ら
吉
備
寺
に
宛
て
た
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）

六
月
十
六
日
付
書
簡
に
、「
野
馬
台
の
詩
の
写
御
所
持
に
成
り
候
様
に
相
覚
え
申
し

候
」
と
あ
る
の
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ（
１６
）
る
。
真
備
ゆ
か
り
の
も
の
と
し
て
野
馬
台

（
１７
）
詩
の
写
が
吉
備
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
吉
備
寺
と
真
備
の
結
び
つ
き

は
元
禄
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
正
保
国
絵
図
に
関
係
す
る
絵
図
に
も
み
え
る
。
備
中
国
の
絵
図
元
を
幕

府
か
ら
命
じ
ら
れ
た
岡
山
藩
の
求
め
に
応
じ
て
岡
田
藩
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
備
中

国
十
一
郡
之
内
下
道
郡
之
絵（
１８
）
図
」
に
は
、
八
田
村
に
「
吉
備
寺
、
吉
備
大
臣
墓
所
」

の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
絵
図
は
、
端
裏
の
貼
紙
に
「
伊
東
甚
太
郎
殿
よ
り
参
下
道

郡
之
絵
図
」、
ま
た
�
紙
部
分
に
「
正
保
弐
年
乙
酉
六
月
吉
日
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
六
月
に
岡
田
藩
主
伊
東
甚
太
郎
長
治
（
長
貞
父
）
か
ら

岡
山
藩
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か（
１９
）
る
。
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
が
最
も

古
い
確
実
な
史
料
と
な
る
。

吉
備
公
墓
周
辺
に
は
、
箭
田
大
塚
古
墳
を
は
じ
め
後
期
古
墳
が
多
く
分
布
し
て

い
る
。
伊
東
長
貞
の
発
掘
に
よ
り
脛
骨
が
出
土
し
た
こ
と
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
墳
墓
の
一
つ
だ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
２
）
伊
東
長
救
に
よ
る
真
備
顕
彰

古
川
古
松
軒
は
、
伊
東
長
貞
が
吉
備
公
墓
発
掘
の
後
に
「
縁
起
除
地
」
を
寄
せ

真
備
の
霊
を
祀
っ
た
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
が
、「
除
地
」
に
つ
い
て
は
岡
田
藩
の

『
節
翁
公
実（
２０
）

録
』
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
十
二
月
二
六
日
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

八
田
村
吉
備
寺
境
内
八
畝
歩
高
八
斗
、
年
貢
御
免
被
成
候
、
是
ハ
吉
備
公
古

跡
由
緒
有
之
ニ

付
而

也
、
右
之
趣
真
蔵
院
呼
寄
、
郷
左
衛
門
申
渡
ス
。

節
翁
公
と
は
、
長
貞
の
子
で
藩
主
を
継
い
だ
伊
東
長
救
の
こ
と
で
あ
り
、
吉
備
公

古
跡
の
由
緒
に
よ
り
境
内
地
高
八
斗
の
年
貢
を
免
除
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
「
吉
備
寺
記（
２１
）

録
」
に
は
、
宝
永
四
年
正
月
十
五
日
付
の
伊
東
長
救
に
よ

る
「
境
内
免
状

壱
通
」
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
「
八
田
村
吉
備
寺

依
為
旧
跡

境
内
高
八
斗
壱
升
之
所
並
竹
林
令
免
許
之
者
也
」
と
し
て
い
る
。
宝

永
三
年
末
か
ら
四
年
始
め
に
か
け
て
年
貢
免
除
の
手
続
き
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

つ
づ
い
て
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
は
、
縁
起
と
し
て
「
吉
備
寺
記
」
が
記

さ
れ
、
狩
野
探
雪
が
描
い
た
吉
備
公
像
が
伊
東
長
救
に
よ
り
吉
備
寺
に
寄
進
さ
れ

て
い
る
。
豊
後
日
出
藩
の
儒
者
小
野
沂
が
記
し
た（
２２
）

讃
に
よ
る
と
、「
備
陽
中
村
邑
主

従
五
位
下
兼
播
摩
守
伊
東
長
救
、
偶
修
旧
院
、
且
命
画
工
、
描
公
像
、
恭
蔵
室
庫
」
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と
あ
り
、
伊
東
長
救
が
吉
備
寺
を
修
造
し
、
吉
備
公
像
を
描
か
せ
た
と
す
る
。

ま
た
十
八
世
紀
後
半
こ
ろ
の
西
山
拙
斎
「
吉
備
公
石
碑
造
立
助
成
簿
序
」（
２３
）
に
、

「
正
徳
中
、
郷
豪
守
屋
某
嘗
繕
治
之
、
頗
崇
丘
隴
」、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
九

月
に
立
川
伸
（
省
宇
）
が
記
し
た
「
吉
備
寺
私（
２４
）
記
」
に
「
正
徳
五
年
吉
備
公
ノ
�

ニ
同
郷
ノ
守
屋
氏
石
ノ
鳥
居
石
灯
籠
手
水
鉢
等
寄
附
ス
」
と
あ
り
、
正
徳
五
年
（
一

七
一
五
）
こ
ろ
に
岡
田
藩
士
守
屋
勘
兵
衛
が
吉
備
公
墓
を
整
備
し
鳥
居
、
石
灯
籠

な
ど
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
石
灯
籠
は
現
在
も
宝
篋
印
塔
の
前
左
右
に
立
て
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
吉
備
寺
客
殿
も
正
徳
の
頃
の
建
立
と
い（
２５
）
う
。

こ
の
よ
う
に
伊
東
長
救
の
宝
永
〜
正
徳
年
間
が
、
真
備
旧
跡
と
し
て
の
吉
備
寺

と
真
備
顕
彰
お
よ
び
吉
備
公
墓
整
備
の
画
期
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
も

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
長
救
が
参
勤
交
代
で
岡
田
に
滞
在
し
て
い
た
時
期
の
こ
と
で

あ
っ（
２６
）
た
。

長
救
は
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
八
月
、
父
長
貞
が
駿
府
加
番
役
中
に
倒
れ
た

と
き
、「
看
侍
の
暇
」
を
給
っ
て
い
る
。
駿
府
で
最
期
を
看
取
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

（
２７
）
る
。
そ
し
て
十
月
二
九
日
に
遺
領
を
襲
封
し（
２８
）
た
。
し
か
し
そ
の
直
後
長
救
自
身
も

病
に
倒
れ
た
。
元
禄
七
年
十
一
月
に
は
病
気
を
理
由
に
小
姓
を
免
じ
ら
れ
、
そ
の

後
も
「
此
後
御
病
気
ヲ
以
御
引
籠
」
と
い
う
状
態
で
、
は
じ
め
て
の
岡
田
入
部
は

元
禄
十
二
年
に
な
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
い（
２９
）
う
。
し
か
も
そ
の
元
禄
十
二
年
冬
に

後
述
す
る
よ
う
に
、
隣
接
す
る
庭
瀬
藩
領
の
小
田
郡
東
三
成
村
で
吉
備
真
備
の
祖

母
に
あ
た
る
下
道
圀
勝
母
骨
臓
器
が
発
掘
さ
れ
る
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
。

長
貞
が
吉
備
公
墓
を
発
掘
し
た
直
後
の
駿
府
加
番
役
中
に
病
で
倒
れ
死
去
し
、

長
救
も
ま
た
襲
封
直
後
に
病
を
患
い
長
期
間
療
養
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
が

吉
備
公
墓
発
掘
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
真
備
の
霊
を
祀
り
顕
彰
す
る
背

景
の
一
つ
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）
岡
田
藩
の
吉
備
公
墓
碑
建
立

現
在
、
吉
備
公
墓
の
右
手
脇
に
吉
備
公
墓
碑
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
碑（
３０
）文に
よ

れ
ば
、
岡
田
藩
主
伊
東
長
寛
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
弘
化
四
年
（
一
八

四
七
）
に
長
寛
が
子
の
長
之
に
「
公
の
文
学
功
勳
古
今
に
照
暎
す
る
は
天
下
の
知

る
所
な
り
。
但
こ
の
墳
の
久
し
う
し
而
�
滅
を
恐
る
故
に
碑
に
し
て
之
を
明
章
せ

ん
と
欲
す
。
汝
其
れ
之
を
銘
せ
よ
」
と
命
じ
て
、
建
立
の
事
情
と
吉
備
真
備
の
業

績
を
撰
文
さ
せ
、
そ
れ
を
同
じ
く
子
の
長
生
（
遜
斎
）
が
隷
書
体
で
記
し
た
も
の

で
あ
る
。

碑
文
の
中
で
真
備
に
つ
い
て
「
進
退
去
就
之
義
に
至
っ
て
は
則
ち
世
自
ら
公
論

有
り
復
議
せ
ず
」
と
記
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
尊
王
論
的
な
真
備
批
判

の
言
説
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
『
大
日
本
史
』
編
纂
者
の
一
人
安
積
澹
泊
は
、
真
備
は
藤
原
仲
麻
呂

に
お
も
ね
り
、
道
鏡
を
諌
め
る
こ
と
も
な
く
、
天
皇
に
対
す
る
忠
義
を
つ
く
し
て

い
な
い
と
す（
３１
）
る
。
同
じ
水
戸
学
の
藤
田
東
湖
も
、
道
鏡
が
天
皇
に
な
ろ
う
と
し
た

時
真
備
は
傍
観
し
て
い
た
だ
け
だ
と
述
べ
、
さ
ら
に
節
を
異
域
に
失
っ
て
し
ま
っ

た
の
は
恥
の
至
り
だ
と
、
入
唐
経
験
ま
で
槍
玉
に
あ
げ
て
非
難
す（
３２
）
る
。
ま
た
頼
山

陽
も
、
玄
�
、
藤
原
仲
麻
呂
、
道
鏡
に
対
し
て
真
備
は
傍
観
す
る
だ
け
で
、
礼
を

説
き
学
を
講
じ
た
と
は
い
え
、
気
節
は
な
く
、
国
家
に
は
益
が
な
か
っ
た
と
評
し

て
い（
３３
）
る
。

し
か
し
碑
文
は
そ
れ
ら
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
「
王
道
を
尊
崇
し
、
礼
楽
を

経
緯
す
。
文
運
以
て
昌
に
、
武
功
亦
卓
た
り
」
と
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
九

世
紀
に
各
地
で
出
現
す
る
記
念
碑
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、「
文
」
や
「
礼
」
と
い
う

言
葉
が
内
包
す
る
価
値
意
識
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い（
３４
）
る
。
そ
う
し
た
「
礼
」
を

日
本
に
伝
え
教
え
、「
文
」
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
と
し
、
そ
し
て
「
維
れ
公
の
郷
、

吉
備
真
備
の
遺
蹟
と
歴
史
意
識
―
近
世
備
中
地
域
を
中
心
に
―

一
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流
水
永
く
在
す
。
爰
に
貞
�
に
勒
し
、
民
を
し
て
�
れ
弗
ら
し
む
」
と
、
そ
の
教

え
が
故
郷
で
あ
る
こ
の
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

碑
文
は
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
幕
府
の
儒
官
佐
藤
一
斎
に
依
頼
し
た
が
断

ら
れ
、
伊
東
長
之
が
撰
文
す
る
こ
と
に
な
り
、
塩
尻
梅
宇
を
建
碑
奉
行
と
し
て
実

際
に
建
立
さ
れ
た
の
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い（
３５
）
る
。

佐
藤
一
斎
は
昌
平
黌
の
教
官
で
あ
り
、
幕
府
儒
官
の
中
心
的
存
在
の
一
人
だ
っ

た
。
塩
尻
梅
宇
は
本
名
を
雄
右
衛
門
と
い
い
、
岡
田
藩
領
川
辺
村
に
生
ま
れ
、
佐

藤
一
斎
に
儒
学
を
学
び
、
岡
田
藩
敬
学
館
の
教
官
に
な
っ
て
い（
３６
）
た
。
最
初
に
伊
東
長

寛
か
ら
建
碑
の
命
を
う
け
た
の
は
浦
池
九
淵
で
あ
る
が
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）

に
死
去
し
た
た
め
、
塩
尻
梅
宇
が
建
碑
奉
行
に
な
っ
て
事
業
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

浦
池
九
淵
（
潜
）
は
名
を
左
五
郎
と
い
い
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
に
近
習

役
に
召
し
だ
さ
れ
た
の
ち
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
納
戸
役
と
な
り
、
寛
政

六
年
（
一
七
九
四
）
に
「
勝
手
方
元
〆
表
方
諸
評
議
」
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
て

以
降
、
財
政
改
革
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
以
後
四
十
年
に
わ
た
っ
て
藩
政
を
主
導
し
、

藩
政
改
革
に
成
功
を
お
さ
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
時
に
寛
政
六
年
に
は
藩
校

敬
学
館
を
設
立
す
る
な
ど
し
て
い（
３７
）
る
。
江
戸
で
中
根
東
平
、
山
本
北
山
、
林
述
斎

に
学
び
、
そ
の
間
に
佐
藤
一
斎
と
も
親
し
く
な
っ
た
と
い（
３８
）
う
。
そ
の
関
係
で
浦
池

九
淵
か
ら
佐
藤
一
斎
に
撰
文
が
依
頼
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
塩
尻
梅
宇
を
建
碑
奉
行
に
事
業
が
本
格
化
し
た
と

き
、
江
戸
の
伊
東
遜
斎
と
岡
田
の
塩
尻
梅
宇
の
間
で
頻
繁
に
書
簡
が
交
わ
さ
れ
、

石
材
や
字
の
配
置
な
ど
の
細
部
に
至
る
打
ち
合
わ
せ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
二
月
十

三
日
付
遜
斎
の
梅
宇
宛
書（
３９
）
簡
に
よ
る
と
、

吉
備
公
碑
文
の
儀
に
つ
き
、
委
曲
申
し
越
さ
れ
候
。
細
翰
披
見
せ
し
め
先
便

も
申
し
遣
し
候
通
り
、
故
障
の
儀
に
て
下
書
も
段
々
延
引
に
相
成
り
、
漸
く

此
の
間
認
め
佐
藤
氏
へ
持
参
父
子
並
び
認
め
候
儀
杯
も
お
し
合
い
申
し
、
先

に
草
稿
認
め
候
事
よ
り
始
め
一
斎
先
生
に
て
の
問
答
荒
ま
し
述
べ
申
し
候
。

と
、
遜
斎
は
ま
ず
草
稿
を
佐
藤
一
斎
に
見
せ
て
相
談
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

続
け
て
一
斎
の
反
応
が
よ
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
隷
書
に
決
め
た
、
碑
の
最
後
に

記
す
伊
東
長
寛
と
長
之
・
長
生
の
父
子
の
名
の
配
置
も
一
斎
の
意
見
を
聞
い
て
並

書
に
し
た
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
佐
藤
一
斎
が
直
接
撰
文
は
し
な
か
っ
た
と
し
て

も
碑
文
に
は
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
書
簡
の
最
後
に
は
浦
池
九
淵
の
碑
を
立
て
る
こ
と
に
つ
い
て
も

触
れ
て
い
る
。

当
春
貫
二
（
岡
田
藩
士
）
に
帰
郷
の
節
、
左
五
郎
（
浦
池
九
淵
）
碑
文
仕
向

け
、
御
用
状
に
も
吉
備
公
碑
は
、
連
之
助
（
後
の
藩
主
長
裕
）
杯
御
故
障
に

て
、
未
だ
認
め
成
さ
れ
ず
、
四
月
交
代
の
節
と
申
し
遣
わ
し
候
義
に
こ
れ
あ

り
候
。
掛
り
儀
も
功
者
の
者
に
こ
れ
な
く
て
は
相
成
ら
ず
雄
右
衛
門
（
塩
尻

梅
宇
）
杯
へ
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
は
ば
、
宜
し
き
趣
も
申
し
遣
わ
し
置
き
候
事

に
候
。（
中
略
）
い
ず
れ
吉
備
公
碑
と
同
時
に
出
来
の
方
然
る
べ
く
存
じ
居
り

候
間
、
次
郎
（
岡
田
藩
士
）
帰
郷
の
節
同
人
よ
り
万
端
委
し
く
申
さ
せ
候
積

り
に
こ
れ
あ
り
候
。

と
、
吉
備
公
墓
碑
と
浦
池
九
淵
碑
を
同
時
に
建
立
す
る
手
筈
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。

現
存
す
る
浦
池
九
淵
碑
は
、
吉
備
公
墓
と
同
じ
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
伊

東
遜
斎
が
篆
額
を
記
し
、
佐
藤
一
斎
が
文
を
撰
し
、
桜
井
寿
胤
が
記
し
、
伊
東
長

寛
が
立
て
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
吉
備
公
墓
碑
と
浦
池
九
淵
碑
が
対
を
な
し
て
、

遜
斎
、
一
斎
が
と
も
に
か
か
わ
り
、
長
寛
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
浦

池
九
淵
は
若
く
し
て
学
を
修
め
、
藩
財
政
の
再
建
に
尽
力
し
た
。
碑
文
は
そ
う
し
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た
功
績
を
述
べ
て
讃
え
、
最
後
に
「
況
乎
有
此
君
而
用
此
臣
、
則
鱗
長
之
功
、
亦

由
君
徳
也
歟
」
と
記
し
、
九
淵
の
功
は
ま
た
主
君
伊
東
長
寛
の
徳
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
九
淵
と
と
も
に
長
寛
の
徳
を
も
顕
彰
す
る
も
の
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
九
淵
が
最
初
に
建
碑
の
命
を
受
け
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し

た
価
値
意
識
と
か
か
わ
っ
て
、「
礼
」
や
「
学
」
を
伝
え
た
真
備
の
教
え
が
故
郷
で

あ
る
こ
の
地
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
も
、
両
者
が
と
と
も
に
顕

彰
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
４
）
西
山
拙
斎
の
建
碑
計
画

浦
池
九
淵
以
前
に
も
、
吉
備
公
墓
碑
の
建
碑
の
動
き
は
あ
っ
た
。
西
山
拙
斎
ら

の
計
画
で
あ
る
。

西
山
拙
斎
（
正
）
は
備
中
国
浅
口
郡
鴨
方
村
の
出
身
で
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）

十
六
歳
で
大
坂
に
出
て
古
林
見
宜
堂
に
医
学
を
、
岡
孚
斎
と
そ
の
外
孫
那
波
魯
堂

に
儒
学
を
学
ん
だ
。
後
に
京
都
に
移
り
魯
堂
の
影
響
で
朱
子
学
に
転
じ
る
と
と
も

に
、
滝
口
美
領
・
僧
澄
月
に
和
歌
も
学
ん
だ
。
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
九
月
に

鴨
方
に
帰
郷
し
、
私
塾
欽
塾
を
開
い
た
。
以
後
鴨
方
を
中
心
に
活
動
を
続
け（
４０
）
た
。

拙
斎
が
建
碑
費
用
を
募
る
た
め
の
趣
意
書
と
し
て
記
し
た
「
吉
備
公
石
碑
造
立

助
成
簿（
４１
）序」（

以
下
「
序
」）
に
よ
る
と
、
ま
ず
「
作
此
簿
者
何
。
備
中
処
士
滝
口

美
領
、
西
山
正
等
、
謹
為
本
州
先
賢
右
丞
相
吉
備
公
、
造
立
碑
文
、
頌
其
遺
愛
也
」

と
、
滝
口
美
領
と
拙
斎
が
、
備
中
の
先
賢
と
し
て
真
備
の
碑
文
を
立
て
顕
彰
し
た

い
と
し
、
続
け
て
真
備
の
業
績
を
述
べ
る
が
、「
中
国
仁
義
之
化
、
文
武
之
訓
、
洽

於
東
方
、
五
尺
之
童
、
猶
能
口
周
孔
学
道
芸
、
皆
公
之
教
之
力
也
。
後
世
末
学
、

苟
与
斯
文
者
、
雖
欲
不
浴
其
恩
波
、
仰
其
高
風
得
耶
」
と
、
仁
義
、
文
武
を
日
本

に
伝
え
教
え
、
儒
学
を
学
ぶ
も
の
は
み
な
真
備
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
吉
備
寺
や
洗
兒
泉
（
産
湯
の
井
戸
）・
弾
琴
石
が
真
備
の
遺

蹟
で
あ
る
こ
と
、
守
屋
勘
兵
衛
に
よ
る
吉
備
公
墓
の
修
繕
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の

後
の
年
月
の
経
過
で
荒
廃
し
て
い
る
と
し
、「
某
等
窃
患
之
、
奮
然
相
謀
、
思
欲
更

創
一
碑
、
請
大
手
筆
以
勒
休
銘
、
貽
之
将
来
、
聊
擬
羊
子
�
山
之
迹
」
と
、
そ
う

し
た
状
態
を
ひ
そ
か
に
患
い
、
奮
然
と
一
碑
を
立
て
よ
う
と
考
え
た
と
す
る
。
し

か
し
「
奈
何
工
費
頗
夥
、
非
窮
漢
綿
力
所
能
弁
」
と
、
多
額
の
工
費
を
ま
か
な
え

な
い
の
で
、「
於
是
乎
、
遍
告
諭
諸
諸
三
備
中
好
古
之
士
、
倶
謀
斯
挙
落
成
、
且
募

歌
詩
、
以
頌
遺
愛
如
此
」
と
、
三
備
の
好
古
の
士
に
呼
び
か
け
て
歌
詩
を
募
り
、

真
備
の
遺
愛
を
顕
彰
し
た
い
と
述
べ
、「
希
冀
好
古
君
子
、
同
心
戮
力
、
捐
資
、
助

費
、
以
冀
成
之
」
と
資
金
の
援
助
を
求
め
事
業
を
完
成
さ
せ
た
い
と
し
て
い
る
。

滝
口
美
領
は
備
中
国
賀
陽
郡
の
吉
備
津
神
社
神
官
の
家
に
生
ま
れ
、
和
歌
を
澄

月
に
学
び
二
条
派
宗
匠
と
し
て
京
都
の
平
松
大
納
言
時
章
に
仕
え（
４２
）
た
。
そ
の
後
備
中

に
も
ど
り
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
正
月
二
二
日
に
玉
島
で
死
去
し
て
い（
４３
）
る
。

「
序
」
の
年
代
は
不
明
だ
が
、
滝
口
美
領
と
と
も
に
三
備
の
好
古
の
士
に
呼
び
か
け

て
い
る
こ
と
か
ら
、
拙
斎
が
鴨
方
に
帰
郷
し
た
安
永
二
年
か
ら
美
領
が
死
去
す
る

安
永
四
年
の
間
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
間
安
永
三
年
が
真
備
千
年
忌
に

あ
た
り
、
吉
備
寺
で
三
月
に
開
帳
が
行
わ
れ
て
い（
４４
）
る
。
真
備
千
年
忌
を
機
に
拙
斎

の
建
碑
計
画
が
も
ち
あ
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

西
山
拙
斎
は
、
鴨
方
を
中
心
に
門
人
を
広
げ
、
ま
た
知
識
人
・
文
化
人
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
門
人
た
ち
の
多
く
は

豪
農
商
人
層
で
あ
り
、
綿
作
の
発
展
と
と
も
に
資
産
を
形
成
し
た
階
層
で
、
そ
う

し
た
経
済
力
を
背
景
に
学
問
や
文
芸
に
関
心
を
持
ち
、
地
域
の
文
化
活
動
を
支
え

て
い
っ
た
と
さ
れ（
４５
）
る
。
吉
備
公
墓
碑
建
立
の
呼
び
か
け
は
、
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
形
成
の
な
か
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
経
済
力
に
期
待
し
た
も
の
で

吉
備
真
備
の
遺
蹟
と
歴
史
意
識
―
近
世
備
中
地
域
を
中
心
に
―
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も
あ
っ
た
。

拙
斎
と
交
友
の
あ
っ
た
備
後
国
神
辺
の
菅
茶
山
も
「
吉
備
公
廟
」
と
題
す
る
七

言
律
詩
を
作
っ
て
い（
４６
）
る
。
菅
茶
山
は
京
都
で
朱
子
学
を
学
び
、
拙
斎
と
も
親
し
く

な
っ
た
。
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
郷
里
神
辺
に
私
塾
黄
葉
夕
陽
村
舎
を
開
き
、

後
に
そ
れ
が
福
山
藩
の
郷
塾
と
な
っ
て
廉
塾
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
吉
備

公
廟
」
の
作
年
は
不
明
だ
が
、
拙
斎
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
「
序
」
に
応

え
た
顕
彰
の
詩
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
み
て
よ（
４７
）

い
。
拙
斎
自
身
も
「
謁
吉
備
公

墓
」
と
題
す
る
五
言
排
律
を
作
っ
て
い（
４８
）
る
。

し
か
し
拙
斎
の
存
命
中
に
建
碑
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ

る
が
、
一
つ
に
は
吉
備
真
備
を
め
ぐ
る
批
判
的
言
説
の
存
在
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
拙
斎
自
身
、「
序
」
の
な
か
で
吉
備
公
墓
の
荒
廃
を
「
窃
か
に
患
ひ
」、
碑
を

立
て
る
の
に
「
奮
然
と
相
謀
る
」
と
記
し
て
い
る
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
が
地
域

知
識
人
層
の
間
に
も
あ
っ
た
こ（
４９
）

と
が
、
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拙
斎
が
顕
彰
を
よ
び
か
け
た
背
景
に
は
、「
序
」
の
な

か
で
拙
斎
自
身
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
真
備
を
日
本
の
儒
学
興
隆
の
も
と
と

み
な
し
、
礼
を
導
入
し
た
業
績
を
重
視
す
る
評
価
が
、
幕
府
儒
官
を
中
心
に
あ
っ

た
こ
と
に
も
よ
る
。
そ
れ
は
林
羅
山
に
さ
か
の
ぼ
る
。『
本
朝
神
社
考
』
下
六
「
泰

親
」
の
な
か
で
、
賀
茂
保
憲
を
真
備
の
子
孫
と
し
つ
つ
、「
吉
備
公
、
入
中
華
、
五

経
・
三
史
・
陰
陽
諸
芸
、
悉
伝
而
帰
朝
」
と
、
真
備
が
儒
教
の
諸
書
を
伝
え
た
こ

と
を
述
べ
、
ま
た
「
吉
備
唐
礼
」
と
題
す
る
七
言
絶
句
を
作
っ
て
、
真
備
が
唐
の

制
度
を
移
入
し
、
礼
を
整
備
し
た
こ
と
を
讃
え
て
い（
５０
）
る
。
林
鵞
峰
も
「
吉
備
公
之

習
礼
、
釈
奠
有
由
」
と
、
そ
の
功
績
を
述
べ
て
い（
５１
）
る
。
実
際
、
前
稿
で
も
指
摘
し

た
よ
う
に
真
備
は
唐
礼
を
持
ち
帰
り
釈
奠
を
整
備
し
、
皇
帝
視
学
に
な
ら
い
称
徳

天
皇
の
釈
奠
へ
の
参
列
を
実
現
さ
せ
た
。
林
羅
山
は
戦
国
期
に
断
絶
し
て
い
た
釈

奠
を
復
活
し
、
徳
川
綱
吉
は
昌
平
黌
を
湯
島
に
移
し
て
聖
堂
と
す
る
と
と
も
に
、

林
信
篤
を
大
学
頭
に
任
じ
、
自
ら
釈
奠
に
参
列
し
て
い（
５２
）
る
。
こ
う
し
た
儒
学
の
動

向
の
な
か
で
、
真
備
の
功
績
が
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
佐
藤
一
斎
も
そ
の

流
れ
の
中
に
位
置
す
る
だ
ろ
う
。
後
の
浦
池
九
淵
、
塩
尻
梅
宇
や
伊
東
長
寛
・
長

之
・
遜
斎
ら
の
真
備
に
対
す
る
思
想
的
背
景
を
そ
の
な
か
に
も
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

２

下
道
圀
勝
母
骨
臓
器
の
発
見
と
庭
瀬
藩

（
１
）
下
道
圀
勝
母
骨
臓
器
の
発
見

伊
東
長
貞
が
吉
備
公
墓
を
発
掘
後
死
去
し
て
ま
も
な
い
元
禄
十
二
年
（
一
六
九

九
）
に
、
隣
接
す
る
庭
瀬
藩
領
小
田
郡
東
三
成
村
で
次
の
よ
う
な
銘
文
を
も
つ
青

銅
製
の
骨
臓
器
が
発
見
さ
れ
た
。

銘
下
道
圀
勝
弟
圀
依
朝
臣
右
二
人
母
夫
人
之
骨
臓
器
故
知
後
人
明
不
可
移
破

以
和
銅
元
年
歳
次
戊
申
十
一
月
廿
七
日
己
酉
成

銘
文
は
骨
臓
器
の
蓋
の
外
周
部
に
円
形
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
和
銅
元
年

（
七
〇
八
）
十
一
月
二
七
日
は
乙
酉
で
あ
り
、「
己
酉
」
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ（
５３
）
る
。

『
続
日
本
紀
』
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
十
月
壬
戌
条
の
吉
備
真
備
薨
伝
に
「
右
衛
士

少
尉
下
道
朝
臣
国
勝
之
子
也
」
と
あ
り
、
圀
勝
は
真
備
の
父
、
し
た
が
っ
て
骨
臓

器
の
主
は
真
備
の
祖
母
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

発
見
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
八
月
に
庭
瀬
藩
書
記

主
事
の
本
多
光
風
（
助
之
進
）
が
記
し
た
「
吉
備
公
太
夫
人
古
冢（
５４
）
記
」（
以
下
「
古

冢
記
」）
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
る
と

元
禄
十
二
年
十
一
月
六
日
、
備
中
小
田
郡
東
実
成
村
民
、
欲
犂
山
径
以
闢
田

圃
、
入
地
数
尺
、
鏗
鏘
有
韻
、
掘
之
得
一
銅
器
。
中
盛
枯
骨
、
外
無
木
椁
、

社
会
文
化
論
集

第
五
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三
月
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復
無
碑
石
直
刻
。

と
あ
り
、
元
禄
十
二
年
十
一
月
六
日
に
、
東
三
成
村
民
が
山
径
を
開
い
て
田
圃
に

し
よ
う
と
犂
を
入
れ
た
と
こ
ろ
音
が
し
た
の
で
、
掘
り
出
し
て
み
た
ら
銅
器
が
見

つ
か
っ
た
。
中
に
は
骨
が
あ
っ
た
が
、
外
に
木
椁
も
碑
も
な
く
、
銅
器
に
直
接
刻

文
し
て
あ
っ
た
と
い
う
。

「
国
勝
寺
古
記
録
」
は
も
う
少
し
詳
し
く
伝
え
て
い
る
。
元
禄
十
二
年
十
一
月
十

一
日
に
、
東
三
成
村
字
折
坂
の
弥
左
衛
門
の
子
が
連
夜
の
夢
に
よ
り
、
山
道
の
中

を
掘
っ
た
と
こ
ろ
土
瓶
が
あ
り
、
下
に
ま
た
一
つ
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
石
灰
を
詰

め
た
赤
銅
金
で
二
升
五
合
の
瓶
に
骨
八
合
が
あ
っ
た
。
瓶
の
蓋
に
取
手
が
あ
り
、

筋
二
つ
ず
つ
あ
っ
て
、
そ
の
上
筋
に
和
銅
元
年
戊
申
十
一
月
二
七
日
、
下
の
筋
に

下
道
圀
勝
云
々
と
い
う
銘
が
あ
っ
た
と
す（
５５
）
る
。

ま
た
藤
貞
幹
の
『
古
墳
碑
銘
図
』
に
よ
る
と
、
東
三
成
村
下
坂
で
数
年
来
雨
で

土
が
流
れ
て
道
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
丸
く
平
ら
な
石
が
あ
り
踏
む
と
音
が

し
た
。
弥
六
と
い
う
「
山
賎
」
が
鋤
で
穿
っ
た
と
こ
ろ
、
下
に
壺
が
あ
り
蓋
が
破

れ
て
内
に
銅
器
が
あ
っ
た
。
金
壺
で
は
な
い
か
と
鋤
の
頭
で
蓋
を
叩
き
は
ず
し
て

み
る
と
、
白
骨
と
銅
仏
、
銅
銭
六
枚
が
あ
っ
た
。「
心
な
き
賎
」
な
の
で
白
骨
は
打

ち
捨
て
て
「
器
銅
仏
銭
」
を
取
っ
て
家
に
帰
っ
た
。
浅
野
茂
兵
衛
と
い
う
人
物
が

こ
れ
を
見
て
驚
き
、
発
掘
さ
れ
た
場
所
に
行
っ
て
骨
を
拾
い
納
め
て
領
主
に
注
進

し
た
。
領
主
板
倉
昌
信
は
こ
れ
を
敬
っ
た
の
で
朝
廷
の
耳
に
と
ど
き
、
光
助
霊
神

と
い
う
神
号
を
勅
許
さ
れ
た
。
地
蔵
寺
を
国
勝
寺
と
改
称
し
、
骨
器
は
棺
に
入
れ

て
寺
内
に
奉
納
し
、
廟
を
建
立
し
て
祀
っ
た
。
庭
瀬
藩
士
本
多
某
の
古
塚
之
記
は

国
勝
寺
に
あ
る
と
い（
５６
）
う
。
こ
こ
で
は
掘
り
出
し
た
の
が
弥
六
と
い
う
人
物
で
、
そ
の

状
況
が
か
な
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
発
掘
さ
れ
た
の
が
元
禄
十
年

二
月
十
一
日
、
神
号
を
授
与
さ
れ
た
の
が
享
保
元
年
と
す
る
な
ど
年
代
に
問
題
が

あ
り
、
記
述
内
容
に
は
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
伊
藤
東
涯
『
�
軒
小
録
』
は
「
備
中
古
墓
之
事
」
の
項
の
な
か
で
、

八
田
村
と
云
ふ
村
あ
り
。
其
処
に
、
吉
備
大
臣
の
廟
あ
り
。
二
十
年
ば
か
り

前
に
、
八
田
邑
よ
り
一
里
西
に
東
三
成
村
と
云
ふ
所
あ
り
。
其
村
の
百
姓
古

き
塚
を
ほ
り
、
鉄
器
を
出
だ
し
、
其
名
に
下
道
氏
国
勝
、
国
頼
母
夫
人
の
骨
、

和
銅
元
年
と
あ
り
。
其
器
は
所
の
地
蔵
院
に
安
置
せ
り
。
領
主
伊
藤
伊
豆
国

勝
の
社
建
立
と
云
々
。
さ
て
地
蔵
院
を
改
め
、
国
勝
寺
と
被
レ

号
。
骨
器
の
銘

ま
さ
に
廿
字
余
も
有
る
由
、
中
国
す
ぢ
よ
り
書
き
付
け
来
る
。
国
勝
と
云
ふ

は
、
吉
備
大
臣
の
御
親
父
な（
５７
）
り
。

と
記
し
て
い
る
が
、
吉
備
公
墓
と
混
同
し
て
領
主
を
岡
田
藩
と
と
り
ち
が
え
、
し

か
も
伊�

藤�

氏
と
し
て
い
る
。
備
中
地
域
か
ら
離
れ
た
地
の
知
識
人
の
間
で
、
情
報

に
誤
解
と
混
乱
が
み
ら
れ
る
。

や
や
錯
綜
し
た
点
は
あ
る
も
の
の
、
出
土
し
た
の
が
元
禄
十
二
年
十
一
月
で
あ

る
と
み
て
間
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
年
、
隣
の
岡
田
藩
の
動
向
は
先
に

指
摘
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
新
し
い
領
主
、
庭
瀬
藩
主
と

し
て
板
倉
氏
が
入
部
し
た
こ
と
で
あ
る
。

庭
瀬
藩
は
、
関
ヶ
原
の
戦
後
に
戸
川
達
安
が
二
万
九
二
〇
〇
石
で
入
部
し
た
こ

と
に
は
じ
ま
る
。
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
戸
川
氏
が
断
絶
し
た
後
は
、
短
期

間
の
う
ち
に
幕
領
と
私
領
が
目
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し
た
が
、
元
禄
十
二
年
に
板
倉

重
高
が
下
総
国
高
滝
か
ら
転
封
さ
れ
二
万
石
を
領
し
た
。
賀
陽
郡
内
十
一
ヵ
村
、

都
宇
郡
内
二
ヵ
村
、
小
田
郡
内
十
六
ヵ
村
を
領
知
し
、
東
三
成
村
も
そ
の
内
に
含

ま
れ
た
。
賀
陽
郡
内
の
庭
瀬
に
陣
屋
を
構
え
、
明
治
維
新
ま
で
続
い（
５８
）
た
。

板
倉
重
高
は
移
封
さ
れ
て
す
ぐ
六
月
に
庭
瀬
に
入
っ
た
。
到
着
の
日
に
は
領
境

ま
で
「
町
人
並
領
分
遠
近
庄
屋
」
が
出
迎
え
拝
伏
し
、
ま
た
「
庭
瀬
居
住
執
事
ヲ

吉
備
真
備
の
遺
蹟
と
歴
史
意
識
―
近
世
備
中
地
域
を
中
心
に
―
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始
諸
士
役
人
等
」
が
出
迎
え
入
部
を
祝
賀
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
「
執
事
並
在
所

居
住
家
臣
」
や
「
町
人
年
寄
名
主
並
領
分
寺
社
及
村
々
名
主
」
ら
の
目
見
を
受
け
、

そ
の
後
領
内
を
小
田
郡
内
の
村
に
い
た
る
ま
で
逐
一
巡
見
し
た
と
い（
５９
）

う
。
そ
の
元

禄
十
二
年
の
冬
に
新
領
主
の
入
部
を
歓
迎
す
る
か
の
よ
う
に
圀
勝
母
骨
臓
器
が
発

見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
庭
瀬
藩
の
顕
彰

骨
蔵
器
は
地
蔵
院
に
置
か
れ
た
よ
う
だ
が
、
庭
瀬
藩
に
よ
り
骨
臓
器
の
主
―
真

備
祖
母
が
真
備
と
と
も
に
顕
彰
さ
れ
る
の
は
享
保
年
間
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
「
古
冢
記
」
の
作
成
と
翌
年
の
神
号
授
与
で
あ
る
。

「
古
冢
記
」
は
ま
ず
前
述
の
よ
う
に
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
に
骨
臓
器
が
発

見
さ
れ
た
状
況
を
記
し
、
次
に
真
備
の
伝
記
を
、
多
く
は
国
史
に
依
り
な
が
ら
記

し
て
い
る
。
な
か
で
も
留
学
生
、
遣
唐
副
使
と
し
て
の
経
歴
、「
大
唐
礼
楽
文
章
器

物
文
武
書
籍
調
度
若
干
種
」
を
も
た
ら
し
た
功
績
、
右
大
臣
と
な
っ
た
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

此
辰
庭
瀬
領
主
板
倉
越
中
守
源
重
喬
朝
臣
聞
之
慕
崇
、
吉
備
公
之
学
徳
振
卒

本
朝
、
勲
功
輝
卒
異
域
。
且
追
悼
其
所
、
掘
出
之
銅
器
即
実
爲
公
之
祖
母
夫

人
之
遺
骸
、
嘗
欲
使
為
造
之
椁
以
卜
宅
地
安
措
之
而
猶
未
達
成
焉
。

と
、
ま
ず
、
板
倉
重
高
は
真
備
を
慕
い
崇
め
、
そ
の
本
朝
か
ら
異
域
に
ま
で
聞
こ

え
た
学
徳
、
勲
功
を
讃
え
追
悼
す
る
た
め
に
、
出
土
し
た
骨
臓
器
は
真
備
祖
母
の

遺
骸
で
あ
り
手
厚
く
安
置
し
た
か
っ
た
が
、
成
し
え
な
か
っ
た
と
す
る
。
国
勝
母

で
は
な
く
、
真
備
祖
母
と
し
て
真
備
へ
の
顕
彰
に
つ
な
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

維
享
保
十
二
年
六
月
六
日
、
嗣
主
板
倉
讃
岐
守
源
昌
信
朝
臣
、
厳
命
于
家
宰

佐
野
十
郎
左
衛
門
朝
啓
・
宮
田
政
右
衛
門
将
敏
、
使
以
改
�
�
之
就
、
復
使

〈
愚
臣
某
〉
書
斯
記
�
謂
善
繼
、
先
君
欲
爲
之
志
善
述
、
先
君
既
萌
之
事
、
即

是
古
賢
君
達
孝
之
大
道
也
。
豈
可
不
以
挙
此
而
唱
之
哉
。
因
茲
敬
�
其
本
末

以
貽
之
於
後
世
云
、
爾
�
享
保
十
二
年
丁
未
八
月
穀
旦
本
多
〈
光
風
〉
撰
。

と
あ
る
よ
う
に
、
享
保
十
二
年
六
月
六
日
に
、
板
倉
昌
信
が
家
臣
佐
野
朝
啓
・
宮

田
将
敏
に
改
め
て
�
�
を
厳
命
し
、
本
多
光
風
に
こ
の
記
を
記
述
さ
せ
た
と
い
う
。

そ
れ
は
先
君
重
高
の
意
志
を
受
け
継
ぐ
こ
と
で
あ
り
、
古
賢
君
達
の
孝
の
大
道
だ

と
す
る
。
本
多
光
風
が
撰
文
し
記
述
し
た
の
が
八
月
で
あ
り
、
拔
文
か
ら
翌
享
保

十
三
年
二
月
に
板
倉
昌
信
の
命
に
よ
り
地
蔵
院
（
圀
勝
寺
）
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

こ
の
「
古
冢
記
」
は
、
骨
臓
器
が
安
置
さ
れ
た
地
蔵
院
の
境
内
に
社
殿
を
設
け

て
真
備
の
祖
母
を
祀
り
、
神
号
を
付
与
さ
れ
る
過
程
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ

た
。
享
保
十
三
年
九
月
二
四
日
付
で
京
都
吉
田
家
か
ら
光
助
霊
神
の
神
号
が
授
与

さ
れ（
６０
）

た
。
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
は
、
正
式
に
寺
号
を
得
通
寺
中
蔵
坊
（
地

蔵
院
）
か
ら
圀
勝
寺
へ
改
称
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い（
６１
）

る
。

板
倉
昌
信
は
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
に
生
ま
れ
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）

に
大
坂
城
で
急
死
し
た
父
重
高
の
跡
を
十
三
歳
で
継
い
で
い（
６２
）

る
。
骨
臓
器
発
見
の

翌
年
に
生
ま
れ
、
岡
田
藩
主
伊
東
長
救
が
真
備
顕
彰
と
吉
備
寺
の
整
備
を
進
め
て

い
た
時
期
に
重
高
の
後
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
高
が
真
備
と
そ
の
祖
母

の
顕
彰
を
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
岡
田
藩
の
動
き
に
刺
激
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
「
古
冢
記
」
で
先
君
重
高
の
意
志
を
継
ぐ
こ
と
を
強
調
し
、
ま
た

「
孝
之
大
道
」
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、
庭
瀬
藩
、
板
倉
昌
信
に
と
っ
て
は
、
真
備

を
顕
彰
し
そ
の
祖
母
を
手
厚
く
祀
る
こ
と
が
、
先
君
で
あ
る
父
へ
の
孝
で
も
あ
っ

た
か
ら
だ
と
解
さ
れ
る
。
真
備
と
そ
の
功
績
を
顕
彰
す
る
だ
け
で
な
く
、「
孝
」
の

社
会
文
化
論
集

第
五
号
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価
値
意
識
の
な
か
で
、
先
君
重
高
を
顕
彰
し
そ
の
意
志
を
継
承
す
る
こ
と
を
意
識

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
小
田
郡
東
三
成
村
を
そ
う
し
た
真
備
の
故
郷
と

し
て
意
識
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

３

吉
備
真
備
の
伝
説
と
遺
蹟

（
１
）「
楊
貴
氏
墓
誌
」
と
大
和
の
真
備
伝
説

元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
の
真
備
祖
母
骨
臓
器
の
発
見
は
庭
瀬
藩
と
岡
田
藩

の
動
向
を
考
え
る
と
絶
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
が
、
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）

の
真
備
祖
母
へ
の
神
号
付
与
と
ま
た
絶
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
今
度
は
真
備
母
の

楊
貴
氏
の
墓
誌
が
大
和
国
宇
智
郡
（
現
奈
良
県
五
条
市
大
沢
町
）
で
発
見
さ
れ
て

い
る
。

そ
れ
を
伝
え
る
も
っ
と
も
古
い
史
料
は
、
享
保
年
中
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
伊

藤
東
涯
の
『
�
軒
小
録
』
で
あ
る
。
享
保
十
三
年
秋
に
大
和
国
宇
智
郡
大
沢
村
の

百
姓
平
右
衛
門
の
敷
地
内
で
、
壺
な
ど
と
も
に
十
二
枚
の
�
が
掘
り
出
さ
れ
、
そ

の
中
の
一
枚
に
銘
文
が
あ
り
、「
従
五
位
上
守
右
衛
士
督
兼
行
中
宮
亮
下
道
朝
臣
真

備
。
葬
二

亡
妣
楊
貴
氏
一

之
墓
。
天
平
十
一
年
八
月
十
二
日
記
。
歳
次
己
卯
」
と
記

さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
墓
誌
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
「
吉
備
寺
私
記
」
に
も
記
さ
れ
、
備

中
地
域
で
も
早
く
か
ら
知
ら
れ
た
が
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
の
狩
谷
掖
斎
『
古

京
遺
文
』
に
も
収
録
さ
れ
た
り
し
て
広
く
知
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
墓
誌
自
体
は
複
雑
な
経
緯
を
た
ど
る
。
墓
誌
は
大
沢
村
蓮
華
寺
に
置
か

れ
て
い
た
が
ま
も
な
く
発
掘
場
所
に
埋
め
戻
さ
れ
た
。
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）

四
月
に
、
地
主
だ
っ
た
大
坂
道
修
町
の
泉
屋
嘉
兵
衛
が
道
路
を
設
け
る
た
め
地
均

し
を
し
た
際
に
再
び
墓
誌
を
掘
り
出
し
て
蓮
華
寺
に
置
き
、
発
見
場
所
に
碑
を
立

て
た
。
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
八
月
、
再
び
同
所
に
墓
誌
を
埋
め
碑
を
建
て

た
。
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
は
、
三
た
び
発
掘
さ
れ
た
が
、
す
ぐ
に
壷
に
入

れ
て
埋
め
戻
さ
れ
た
。
そ
し
て
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
こ
ろ
山
田
孝
雄
が
墓
地

を
発
掘
調
査
し
た
が
、
壷
を
確
認
し
た
の
み
で
墓
誌
も
�
も
発
見
で
き
な
か
っ（
６３
）

た
。

行
方
不
明
と
な
っ
た
経
緯
と
い
い
、
不
審
点
が
多
い
。
現
存
す
る
拓
本
を
ほ
ぼ

す
べ
て
精
査
し
た
近
江
昌
司
氏
は
、
文
字
自
体
が
�
の
焼
成
後
に
刻
ま
れ
た
と
み

ら
れ
る
こ
と
、「
歳
次
己
卯
」
の
書
体
が
異
な
り
、
後
に
刻
ま
れ
た
よ
う
に
み
え
る

こ
と
、
そ
も
そ
も
「
天
平
十
一
年
八
月
十
二
日
記
」
の
次
に
記
さ
れ
る
の
は
書
式

と
し
て
不
自
然
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
不
審
点
を
あ
げ
、
こ
の
墓
誌
が
偽
造
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
と
し
て
い（
６４
）

る
。

真
偽
は
別
に
し
て
、
楊
貴
氏
墓
誌
は
備
中
に
お
け
る
真
備
祖
母
へ
の
神
号
授
与

の
動
き
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
出
現
し
、『
古
京
遺
文
』
以
来
楊
貴
妃
の
楊
貴
に

因
ん
だ
八
木
造
氏
が
真
備
の
母
で
あ
る
と
解
さ（
６５
）
れ
広
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
背

景
に
は
、
大
和
に
お
け
る
真
備
屋
敷
跡
と
墓
と
い
う
遺
蹟
と
伝
説
の
存
在
が
あ
る
。

ま
ず
奈
良
市
高
畑
の
奈
良
教
育
大
学
境
内
に
真
備
の
墓
と
さ
れ
る
吉
備
塚
が
あ

る
。
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
刊
行
の
地
誌
『
奈
良
曝
』
に
吉
備
大
臣
を
「
ほ
う

む
り
し
所
か
や
」
と
記
さ
れ
、
近
世
前
期
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
ま
た
吉
備
塚
の
近
く
に
は
賀
茂
氏
の
流
れ
を
ひ
く
陰
陽
家
の
幸
徳
井
家
が
あ
っ

た
と
い
う
。

奈
良
県
桜
井
市
の
吉
備
地
区
に
は
「
大
臣
屋
敷
」
が
あ
る
。
礎
石
が
残
り
奈
良

前
期
の
瓦
も
出
土
し
て
お
り
、
近
く
の
蓮
台
寺
境
内
に
は
真
備
の
墓
と
さ
れ
る
徳

治
二
年
（
一
三
〇
七
）
銘
の
五
輪
塔
が
あ
る
。
本
居
宣
長
も
『
簑
笠
日
記
』
で
真

備
の
墓
と
し
て
い
る
。
吉
備
地
区
に
隣
接
し
て
阿
倍
地
区
が
あ
り
、
安
倍
山
文
殊

院
境
内
に
は
安
倍
晴
明
伝
説
ゆ
か
り
の
場
所
が
あ
る
が
、
主
役
は
阿
倍
仲
麻
呂
で

吉
備
真
備
の
遺
蹟
と
歴
史
意
識
―
近
世
備
中
地
域
を
中
心
に
―

二
〇



あ
り
、
近
傍
の
安
倍
寺
跡
に
は
「
仲
麻
呂
屋
敷
」
が
あ
り
、
阿
倍
仲
麻
呂
伝
説
発

祥
の
地
ら
し
い
と
さ
れ
る
。
近
世
に
お
い
て
こ
の
地
域
に
吉
備
真
備
の
伝
説
空
間

が
阿
倍
仲
麻
呂
と
か
か
わ
り
な
が
ら
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
安
部
晴
明
伝
説
が
付
加

さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ（
６６
）
る
。

近
世
に
お
い
て
、『
�
�
抄
』
が
吉
備
真
備
が
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
陰
陽
道
の
秘

書
『
金
烏
玉
兔
集
』
を
、
唐
で
助
け
て
も
ら
っ
た
安
倍
仲
麻
呂
の
子
孫
安
部
童
子

（
後
の
安
倍
晴
明
）
に
譲
っ
た
と（
６７
）
し
、
こ
れ
を
前
提
に
多
く
の
安
倍
晴
明
伝
が
つ
く

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
前
述
の
『
本
朝
神
社
考
』
を
は
じ
め
『
吉
備
物
語
』
や
講
談

の
安
部
晴
明
伝
な
ど
の
賀
茂
保
憲
を
吉
備
真
備
の
子
孫
だ
と
す
る
説
も
広
ま
っ
て

い
た
。
楊
貴
氏
墓
誌
は
こ
う
し
た
真
備
、
仲
麻
呂
、
晴
明
、
賀
茂
氏
が
ク
ロ
ス
す

る
大
和
の
伝
説
空
間
と
、
備
中
地
域
の
遺
蹟
を
め
ぐ
る
動
き
と
の
関
係
の
な
か
に

位
置
づ
け
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
備
中
の
真
備
伝
説

備
中
地
域
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
吉
備
公
墓
、
圀
勝
母
骨
臓
器

出
土
地
と
と
も
に
真
備
の
遺
蹟
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
吉
備
公
館
跡
、
子
洒
川
（
産

湯
の
井
戸
）、
琴
弾
岩
で
あ
る
。

吉
備
公
館
跡
は
、
倉
敷
市
真
備
町
箭
田
土
師
谷
と
矢
掛
町
東
三
成
藤
の
棚
の
二

か
所
に
存
在
す
る
。
後
者
の
地
は
圀
勝
母
骨
臓
器
の
出
土
地
点
の
東
方
近
傍
で
、

奈
良
時
代
の
布
目
瓦
も
出
土
し
て
い
る
と
い
う
。
隣
接
し
て
吉
備
大
神
宮
が
祀
ら

れ
て
い
る
。
前
者
に
は
「
産
湯
の
井
戸
」
が
隣
接
し
て
お
り
、
真
備
生
誕
の
地
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
琴
弾
岩
は
真
備
町
妹
の
小
田
川
南
岸
、
中
世
の
山
城
猿
掛
城

の
麓
に
あ
る
。
晩
年
の
真
備
が
こ
の
岩
の
上
で
琴
を
弾
い
て
楽
し
ん
だ
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
遺
蹟
は
近
世
前
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
前
述
の
正
保
絵
図
に
は
吉
備

公
墓
以
外
の
記
載
は
な
い
が
、『
吉
備
物
語
』
で
は
吉
備
公
墓
の
ほ
か
に
子
洒
川
に

つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

下
道
郡
八
田
村
て
ん
（
天
）
原
と
い
へ
る
屋
敷
の
戌
亥
の
隅
に
て
吉
備
公
誕

生
有
と
申
伝
り
。
生
湯
の
水
を
汲
し
井
と
て
今
に
有
是
も
屋
敷
よ
り
戌
亥
の

方
小
川
の
辺
な
り
。
其
井
を
志
さ
い
川
と
名
付
、

と
あ
り
、
八
田
村
の
天
原
が
真
備
誕
生
の
地
で
、
子
洗
川
と
い
う
産
湯
の
井
戸
が

存
在
す
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
琴
弾
岩
に
つ
い
て
は
み
え
な
い
が
、
真
備
は
下

道
郡
で
生
ま
れ
、
死
去
し
た
こ
と
と
し
て
記
述
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
下

道
郡
に
住
む
真
備
の
子
孫
賀
茂
保
憲
の
も
と
に
、
安
倍
晴
明
が
鴨
方
か
ら
通
っ
て

教
え
を
う
け
た
と
、
備
中
を
舞
台
に
陰
陽
道
の
形
成
を
説
く
。

つ
い
で
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
の
「
吉
備
寺
記
」
に
よ
る
と
、

蘭
若
東
、
猶
有
故
宅
在
。
多
為
土
人
之
所
拠
有
。
宅
畔
有
流
泉
。
公
初
産
、

酌
洗
浴
水
処
。
又
嘗
逍
遥
山
水
、
弾
琴
石
上
、
音
震
高
嶺
、
民
至
今
目
而
呼

之
。

と
、
吉
備
寺
の
東
に
真
備
宅
が
あ
り
、
そ
の
傍
ら
に
産
湯
を
汲
ん
だ
場
所
が
あ
る

こ
と
、
琴
弾
岩
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）

に
圀
勝
母
骨
臓
器
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
も
述
べ
る
。
つ
ま
り
真
備
の
遺
蹟
が
す
べ

て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
描
か
れ
た
「
吉
備
公
像
」
の
画
賛
も
、
吉

備
寺
が
真
備
の
死
地
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
琴
引
石
に
も
触
れ
て
い
る
。

享
保
期
に
は
平
川
金
兵
衛
親
忠
に
よ
り
『
備
中
古
城
記
』
と
『
古
戦
場
備
中
府

志
』
が
相
つ
い
で
記
さ
れ
る
。
平
川
金
兵
衛
は
備
中
国
川
上
郡
平
川
村
の
庄
屋
で
、

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
『
備
中
古
城
記
』
を
記
し
、
享
保
二
十
年
に
書
き

改
め
て
『
古
戦
場
備
中
府
志
』
と
改
題
し
て
発
表
し
た
。
古
川
古
松
軒
が
『
吉
備

の
志
多
道
』
の
な
か
で
『
古
戦
場
備
中
府
志
』
に
つ
い
て
、「
一
と
し
て
其
事
実
な
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く
、
妄
説
の
み
な
り
」
と
批
判
し
、
ま
た
「
元
文
の
頃
、
矢
掛
の
駅
矢
野
六
右
衛

門
な
る
者
、
其
僻
説
を
責
て
、
大
坂
の
板
元
に
達
し
て
絶
版
せ
し
と
雖
ど
も
、
未

だ
諸
家
に
残
り
て
、
古
城
の
事
跡
を
語
る
又
多
く
府
志
の
説
を
と
る
」、「
終
に
は

土
人
の
口
実
と
な
り
て
誤
ら
ん
事
を
思
ふ
の
み
」
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
説
が
広

く
流
布
し
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
も
そ
も
そ
の
『
吉
備

の
志
多
道
』
か
ら
し
て
、
真
備
に
つ
い
て
『
備
中
古
城
記
』
と
同
じ
記
述
が
何
カ

所
か
み
ら
れ
る
。

『
備
中
古
城
記
』
と
『
古
戦
場
備
中
府
志
』
で
は
、
と
も
に
鳥
嶽
城
の
項
目
で
吉

備
真
備
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
が
、
後
者
が
よ
り
詳
細
に
な
っ
て
い
る
。

『
備
中
古
城
記
』
で（
６８
）
は
、
ま
ず
吉
備
大
臣
が
先
祖
よ
り
国
司
と
し
て
鳥
嶽
城
に
居

し
た
の
で
下
道
氏
と
称
し
た
と
し
、
孝
謙
帝
の
と
き
に
吉
備
朝
臣
に
な
っ
た
こ
と

を
述
べ
、「
幼
少
ノ
頃
ヨ
リ
極
メ
テ
穎
悟
敏
達
ニ
シ
テ
一
度
耳
ニ
触
ル
事
、
終
ニ
忘

レ
ズ
。
史
漢
文
選
等
詞
賦
、
皆
誦
セ
ズ
ト
云
事
ナ
シ
。
世
ニ
神
童
ト
ゾ
称
シ
ケ
ル
」

な
ど
の
伝
説
的
表
現
を
お
り
込
み
な
が
ら
簡
単
な
真
備
の
経
歴
を
記
し
、
そ
の
功

績
が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
『
古
戦
場
備
中
府
志
』
で（
６９
）
は
同
様
に
「
当
城
草
創
下
道
朝
臣
真

備
」
と
は
す
る
が
、
琴
弾
石
、
野
馬
台
詩
解
読
、
死
没
と
そ
の
墓
所
に
つ
い
て
お

よ
び
吉
備
寺
と
真
備
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
吉
備
寺
記
」
を
引
用
し
、
真
備
の
先

祖
と
吉
備
津
宮
に
つ
い
て
お
よ
び
真
備
祖
母
骨
臓
器
の
発
見
に
つ
い
て
は
「
古
冢

記
」
を
引
用
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
記
述
し
て
い（
７０
）
る
。
最
後
に
、
賀
茂
氏
系
図

に
み
え
る
賀
茂
吉
備
麻
呂
を
真
備
の
こ
と
だ
と
し
て
保
憲
ま
で
の
系
譜
を
記
し
て

い
る
。
享
保
十
一
年
か
ら
二
十
年
の
間
に
、
平
川
金
兵
衛
は
「
吉
備
寺
記
」
と
「
古

冢
記
」
を
見
て
、
真
備
に
関
す
る
記
述
を
増
補
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
吉
備
寺
記
」

「
古
冢
記
」
も
享
保
年
間
以
降
流
布
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

古
川
古
松
軒
も
『
吉
備
の
志
多
道
』「
天
原
の
旧
跡
」
に
お
い
て
、
吉
備
公
館
に

つ
い
て
「
此
地
の
傍
に
弥
三
右
衛
門
と
云
ふ
農
家
、
吉
備
公
の
御
家
人
の
末
流
な

り
と
土
人
悉
く
言
伝
ふ
な
り
」
と
紹
介
し
、
ま
た
「
吉
備
公
御
誕
生
あ
り
し
時
に
、

此
水
を
汲
で
産
水
と
し
給
ふ
と
云
々
。
土
人
今
子
洗
川
と
書
く
。
産
水
と
云
ふ
よ

り
作
説
を
な
す
も
の
か
」
と
考
察
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
「
琴
弾
岩
」
の
項
を
設

け
て
「
相
伝
ふ
此
岩
の
上
に
て
吉
備
公
月
夜
琴
を
弾
し
給
ひ
し
よ
り
、
号
し
て
琴

弾
岩
と
称
す
」
と
、「
吉
備
寺
記
」
な
ど
に
は
み
え
な
い
月
夜
に
琴
を
弾
い
た
と
い

う
話
を
付
け
加
え
て
い
る
。

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
開
版
さ
れ
た
『
備
中
州
巡
礼
略（
７１
）

記
』
に
は
「
吉
備

大
臣
御
廟
所
」
の
項
の
な
か
に
「
是
よ
り
三
丁
計
東
の
か
た
、
て
ん
は
ら
と
い
ふ
。

吉
備
大
臣
の
屋
敷
跡
壱
畝
程
あ
り
。
中
に
石
二
つ
有
り
、
此
所
に
て
誕
生
ま
し
ま

す
。
産
生
湯
の
井
と
て
井
あ
り
」
と
紹
介
さ
れ
る
。

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
記
さ
れ
た
『
吉
備
大
臣
聖
廟
跡（
７２
）
録
』
で
は
、

持
統
天
皇
八
年
に
下
道
郡
天
原
の
御
館
に
て
誕
生
ま
し
ま
す
。
前
夜
御
館
の

東
な
る
井
の
中
へ
一
ツ
の
星
隕
る
。
此
所
を
称
し
て
星
の
井
と
い
ふ
〈
井
の

中
に
一
つ
の
石
現
ず
〉。
則
是
を
産
水
と
す
。
号
て
子
洒
川
と
呼
ぶ
。
神
童
性

聡
明
に
し
て
学
を
好
み
、
実
に
一
を
聞
き
て
十
を
知
る
。

と
、『
古
戦
場
備
中
府
志
』
に
も
あ
る
よ
う
な
神
童
の
話
と
と
も
に
、
子
洗
川
と
産

水
の
話
に
、
誕
生
前
夜
に
星
が
堕
ち
た
と
い
う
話
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
新
た
な
解
釈
や
話
が
付
け
加
え
ら
れ
流
布
し
て
い
っ
た
。「
吉
備
寺

私
記
」
が
、
月
二
十
日
は
吉
備
大
臣
の
縁
日
で
、
人
々
が
霊
廟
へ
参
拝
し
病
患
を

攘
う
と
す
る
よ
う
に
、
病
を
治
す
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
も
、
伝
説
的
言
辞
が

拡
大
し
て
い
く
背
景
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、『
備
中
州
巡
礼
略
記
』
や
地
誌
類
に
、

そ
の
遺
蹟
が
記
述
さ
れ
、
遺
蹟
と
結
び
つ
い
た
言
説
と
し
て
展
開
し
一
般
に
広
が
っ

吉
備
真
備
の
遺
蹟
と
歴
史
意
識
―
近
世
備
中
地
域
を
中
心
に
―
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て
い
く
状
況
が
み
て
と
れ
る
。

お
わ
り
に

『
吉
備
物
語
』
は
真
備
を
陰
陽
道
の
始
祖
と
し
て
、
真
備
、
そ
の
子
孫
と
す
る
賀

茂
保
憲
、
安
部
晴
明
ま
で
も
を
備
中
を
舞
台
に
し
て
語
り
、
陰
陽
道
の
生
成
、
展

開
の
地
と
す
る
意
識
を
広
め
た
。
第
三
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
伝
説
が
遺
蹟
と

結
び
つ
き
、
ま
た
信
仰
の
対
象
と
し
て
地
域
社
会
の
中
に
広
が
っ
て
い
た
。
ま
た

第
一
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
江
戸
・
京
・
大
坂
と
三
備
地
域
の
学
者
の
間
で
は
、

吉
備
真
備
の
歴
史
的
評
価
を
め
ぐ
る
言
説
が
展
開
し
、
尊
王
論
的
な
批
判
の
一
方

で
、
中
国
か
ら
の
礼
の
導
入
と
儒
学
興
隆
の
基
と
し
て
の
功
績
も
強
調
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
言
説
が
、
三
備
地
域
と
江
戸
・
京
・
大
坂
を
結
ぶ
知
識
人
・
文
化
人
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
遺
蹟
の
顕
彰
な
ど
を
通
し
て
地
域
社
会
の
中
に
入
り
込

ん
で
く
る
こ
と
に
な
る
。
礼
を
も
た
ら
し
た
真
備
を
偉
大
な
地
域
の
先
人
と
し
て

讃
え
、
そ
の
業
績
を
継
承
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
し
て
の
意
識
が
結
び
つ
い
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

真
備
の
遺
蹟
は
、
岡
田
藩
領
の
八
田
村
と
そ
の
近
辺
、
お
よ
び
庭
瀬
藩
領
の
東

三
成
村
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
藩
主
に
よ
る
顕
彰
が
行
わ
れ
た
。

吉
備
公
館
の
遺
蹟
も
八
田
村
と
東
三
成
村
に
二
カ
所
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

両
者
の
間
に
は
琴
弾
岩
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
遺
蹟
と
歴
史
意
識
を

核
に
し
た
地
域
意
識
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
明
治
期

に
な
り
、
八
田
村
に
は
吉
備
公
保
廟
会
が
、
東
三
成
村
に
は
吉
備
保
光
会
が
そ
れ

ぞ
れ
設
立
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
顕
彰
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
で
は
近
世
備
中
地
域
を
中
心
に
、
吉
備
真
備
の
遺
蹟
を
め
ぐ
る
状
況
を
検

討
し
て
き
た
。
遺
蹟
・
遺
物
の
真
偽
を
論
じ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り

も
遺
蹟
が
当
該
期
の
地
域
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
歴
史
意
識
と

結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
か
を
不
十
分
な
が
ら
も
検
討
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
残
さ

れ
た
問
題
も
多
い
が
、
近
年
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
遺
蹟
と
歴
史
意
識
の
研（
７３
）
究
に
寄

与
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
大
方
の
ご
叱
正
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

註（
１
）
さ
し
あ
た
っ
て
戦
後
歴
史
学
に
お
け
る
代
表
的
な
吉
備
真
備
研
究
と
し
て
、

宮
田
俊
彦
『
吉
備
真
備
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
）。
そ
の
ほ
か
は
拙

稿
「
吉
備
真
備
―
伝
説
の
右
大
臣
」（
栄
原
永
遠
男
編
『
古
代
の
人
物
③

平

城
京
の
落
日
』、
清
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
、
以
下
前
稿
）
な
ど
参
照
。

（
２
）
た
と
え
ば
小
峰
和
明
『『
野
馬
台
詩
』
の
謎
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、

高
原
豊
明
『
晴
明
伝
説
と
吉
備
の
陰
陽
師
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な

ど
。

（
３
）
重
野
安
繹
『
右
大
臣
吉
備
公
伝
纂
釈
』（
吉
備
公
保
廟
会
、
一
九
〇
二
年
）。

（
４
）
永
山
卯
三
郎
『
吉
備
郡
史
』（
岡
山
県
吉
備
郡
教
育
会
、
一
九
三
七
〜
三
八

年
、
名
著
出
版
、
一
九
七
一
年
復
刻
）。

（
５
）『
真
備
町
史
』（
一
九
七
九
年
）。

（
６
）
中
山
薫
『
日
本
人
の
国
際
理
解
シ
リ
ー
ズ
Ⅰ

吉
備
真
備
』（
岡
山
ユ
ネ
ス

コ
協
会
、
一
九
七
二
年
）、
同
『
吉
備
真
備
の
世
界
』（
岡
山
文
庫
、
日
本
文

教
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
以
下
、
中
山
薫
氏
は
本
書
に
よ
る
）。

（
７
）
高
見
茂
『
吉
備
真
備
と
そ
の
伝
承
』（
山
陽
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
８
）『
吉
備
群
書
集
成
』（
吉
備
群
書
集
成
刊
行
会
、
一
九
三
一
〜
三
三
年
）。

（
９
）『
徳
川
実
紀
』
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
九
月
朔
日
条
。

（
１０
）『
徳
川
実
紀
』
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
十
月
二
九
日
条
。

社
会
文
化
論
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（
１１
）
岡
田
藩
に
つ
い
て
は
『
岡
山
県
史

近
世
Ⅲ
』
第
一
章
第
三
節
二
（
柴
田
一

執
筆
、
一
九
八
七
年
）、『
真
備
町
史
』
な
ど
参
照
。

（
１２
）『
笠
岡
市
史
』
第
二
巻
第
八
章
４
（
１
）（
天
野
初
志
執
筆
、
一
九
八
九
年
）、

高
原
豊
明
「
吉
備
の
晴
明
伝
説
」（
高
原
豊
明
前
掲
註
（
２
）
著
書
所
収
、
初

出
一
九
九
三
年
・
一
九
九
四
年
）。

（
１３
）『
新
編
吉
備
叢
書
』
所
収
。
本
稿
で
は
岡
山
県
立
図
書
館
所
蔵
本
に
よ
る
。

（
１４
）『
右
大
臣
吉
備
公
伝
纂
釈
』
下
巻
一
〇
二
〜
一
〇
六
頁
、『
吉
備
郡
史
』
三
〇

八
三
〜
三
〇
八
四
頁
、
ま
き
び
記
念
館
『
吉
備
真
備
』（
真
備
町
教
育
委
員

会
、
一
九
九
五
年
）
七
〜
一
〇
頁
。

（
１５
）『
真
備
町
史
』
一
六
三
〜
一
六
七
頁
。

（
１６
）
ま
き
び
記
念
館
『
吉
備
真
備
』
一
二
〜
一
四
頁
。

（
１７
）『
江
談
抄
』
以
来
の
真
備
伝
説
の
中
心
の
一
つ
は
「
野
馬
台
詩
」
の
解
読
に

あ
る
。
小
峰
和
明
前
掲
註
（
２
）
著
書
参
照
。

（
１８
）
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
池
田
家
文
庫
。

（
１９
）
備
中
国
絵
図
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
は
倉
地
克
直
「
備
中
国
」（
国
絵
図
研

究
会
編
『
国
絵
図
の
世
界
』、
柏
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
２０
）『
岡
山
県
史

諸
藩
文
書
』（
一
九
八
三
年
）
所
収
。

（
２１
）『
吉
備
郡
史
』
三
〇
八
四
〜
三
〇
八
六
頁
所
収
。

（
２２
）
ま
き
び
記
念
館
『
吉
備
真
備
』
一
四
〜
一
五
頁
所
収
。

（
２３
）『
右
大
臣
吉
備
公
伝
纂
釈
』
下
巻
一
一
九
〜
一
二
一
頁
所
収
。
廣
常
人
世
編

『
西
山
拙
斎
全
集
』
第
二
巻
（
浅
口
市
、
二
〇
〇
六
年
）
五
四
〜
五
六
頁
。

（
２４
）『
吉
備
郡
史
』
三
〇
七
七
〜
三
〇
八
三
頁
所
収
。

（
２５
）『
真
備
町
史
』
一
六
〇
頁
。「
吉
備
寺
私
記
」
に
は
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）

に
客
殿
を
修
造
し
た
こ
と
が
み
え
る
。

（
２６
）『
節
翁
公
実
録
』
に
よ
る
と
関
係
す
る
時
期
の
長
救
の
岡
田
滞
在
期
間
は
次

の
通
り
。
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
五
月
二
一
日
〜
宝
永
四
年
三
月
十
四
日
、

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
六
月
三
日
〜
正
徳
三
年
三
月
十
一
日
。

（
２７
）『
徳
川
実
紀
』
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
八
月
二
七
日
条
、『
寛
政
重
修
家
譜
』

巻
八
九
七
。

（
２８
）『
節
翁
公
実
録
』
元
禄
六
年
条
、『
徳
川
実
紀
』
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
十

月
二
九
日
条
、『
寛
政
重
修
家
譜
』
巻
八
九
七
。

（
２９
）『
節
翁
公
実
録
』
元
禄
七
年
条
、『
徳
川
実
紀
』
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
十

一
月
三
日
条
、『
寛
政
重
修
家
譜
』
巻
八
九
七
。

（
３０
）
碑
文
は
『
吉
備
郡
史
』
七
八
七
〜
七
八
九
頁
、『
真
備
町
史
』
一
三
六
〜
一

四
一
頁
、
ま
き
び
記
念
館
『
吉
備
真
備
』
一
〇
〜
一
二
頁
な
ど
に
も
所
収
。

原
漢
文
、
本
稿
で
は
読
み
下
し
て
引
用
し
た
。

（
３１
）『
大
日
本
史
賛
藪
』（『
日
本
思
想
大
系

近
世
史
論
集
』、
岩
波
書
店
、
一
九

七
四
年
）、
中
山
薫
前
掲
註
（
６
）
著
書
参
照
。

（
３２
）『
弘
道
館
記
述
義
』（『
日
本
思
想
大
系

藤
田
東
湖
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七

三
年
）、
中
山
薫
前
掲
註
（
６
）
著
書
参
照
。

（
３３
）『
日
本
政
記
』（『
日
本
思
想
大
系

頼
山
陽
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）、

中
山
薫
前
掲
註
（
６
）
著
書
参
照
。

（
３４
）
羽
賀
祥
二
『
史
蹟
論
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）。

（
３５
）『
真
備
町
史
』
一
三
六
〜
一
三
七
頁
。

（
３６
）
高
見
茂
前
掲
註
（
７
）
著
書
。

（
３７
）
以
上
、
浦
池
九
淵
に
つ
い
て
は
『
新
修
倉
敷
市
史

近
世
（
下
）』
第
一
章

第
三
節
（
上
原
兼
善
執
筆
、
二
〇
〇
三
年
）、『
岡
山
県
史

近
世
Ⅲ
』
第
一

章
第
三
節
二
（
柴
田
一
執
筆
）
参
照
。

吉
備
真
備
の
遺
蹟
と
歴
史
意
識
―
近
世
備
中
地
域
を
中
心
に
―

二
四



（
３８
）「
浦
池
九
淵
碑
文
」、
碑
文
は
『
真
備
町
史
』
三
九
一
〜
三
九
三
頁
に
も
所
収
。

（
３９
）
ま
き
び
記
念
館
『
吉
備
真
備
』
一
五
〜
一
八
頁
、
真
備
町
公
民
館
編
『
吉
備

公
墓
碑
の
藩
公
書
翰
集
』
一
八
〜
二
二
頁
。
な
お
後
者
は
建
碑
に
か
か
わ
る

伊
東
遜
斎
の
書
簡
二
十
通
を
収
録
し
て
い
る
。

（
４０
）
西
山
拙
斎
に
つ
い
て
は
『
岡
山
県
史

近
世
Ⅲ
』
第
五
章
第
一
節
三
（
柴
田

一
執
筆
）、
朝
森
要
『
西
山
拙
斎
』（
鴨
方
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
五
年
）、

同
『
関
西
の
孔
子

西
山
拙
斎
』（
山
陽
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
参

照
。

（
４１
）
出
典
は
注
（
２３
）。

（
４２
）『
浅
口
郡
誌
』（
一
九
二
五
年
）、
兼
清
正
徳
『
澄
月
伝
の
研
究
』（
風
間
書
房
、

一
九
八
三
年
）
な
ど
参
照
。

（
４３
）『
浅
口
郡
誌
』。

（
４４
）『
竜
泉
公
実
録
』（『
岡
山
県
史

諸
藩
文
書
』
所
収
）
安
永
三
年
（
一
七
七

四
）
三
月
十
一
日
条
に
「
吉
備
公
千
年
忌
ニ
付
、
八
田
村
吉
備
寺
に
て
今
日

�
廿
日
迄
開
帳
相
願
」
と
あ
る
。

（
４５
）『
岡
山
県
史

近
世
Ⅲ
』
第
五
章
第
四
節
一
（
頼
祺
一
執
筆
）。

（
４６
）『
吉
備
郡
史
』
七
八
六
頁
。

（
４７
）
菅
茶
山
お
よ
び
西
山
拙
斎
と
の
交
友
関
係
に
つ
い
て
は
、『
岡
山
県
史

近

世
Ⅲ
』
第
五
章
第
四
節
一
、
朝
森
要
前
掲
註
（
４０
）
著
書
（
一
九
九
八
年
）

な
ど
参
照
。

（
４８
）『
拙
斎
詩
鈔
』（『
西
山
拙
斎
全
集
』
第
一
巻
、
鴨
方
町
、
二
〇
〇
五
年
、
七

五
頁
）。

（
４９
）
た
と
え
ば
少
し
後
の
時
期
に
な
る
が
、
備
前
国
和
気
郡
北
方
村
出
身
で
岡
山

藩
閑
谷
学
校
教
授
に
抜
擢
さ
れ
る
武
元
君
立
は
『
史
鑑
』
の
な
か
で
、
真
備

が
道
鏡
と
と
も
に
政
権
の
座
に
あ
っ
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
武
元
君
立

に
つ
い
て
は
『
岡
山
県
史

近
世
Ⅲ
』
第
五
章
第
一
節
三
（
柴
田
一
執
筆
）、

君
立
の
真
備
評
価
に
つ
い
て
は
中
山
薫
前
掲
註
（
６
）
著
書
参
照
。

（
５０
）『
吉
備
郡
史
』
七
八
六
頁
、
高
見
茂
前
掲
註
（
７
）
著
書
な
ど
。

（
５１
）「
万
里
流
堂
賦
」（『
鵞
峰
林
学
士
文
集
』
巻
一
）。

（
５２
）『
徳
川
実
紀
』
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
二
月
十
一
日
条
。

（
５３
）
骨
臓
器
と
銘
文
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
編

『
日
本
古
代
の
墓
誌
』（
同
朋
社
、
一
九
七
九
年
）
参
照
。

（
５４
）『
吉
備
群
書
集
成
』
所
収
。
本
稿
で
は
岡
山
県
立
図
書
館
所
蔵
本
に
よ
る
。

（
５５
）
梅
原
末
治
「
備
中
国
小
田
郡
に
於
け
る
下
道
氏
の
墳
墓
」（『
考
古
学
雑
誌
』

七
―
五
、
一
九
一
七
年
）、『
日
本
古
代
の
墓
誌
』
参
照
。

（
５６
）
梅
原
末
治
前
掲
註
（
５５
）
論
文
、『
日
本
古
代
の
墓
誌
』
参
照
。

（
５７
）
日
本
随
筆
大
成
第
二
期
二
四
、
吉
川
弘
文
館
、
所
収
。

（
５８
）
庭
瀬
藩
に
つ
い
て
は
『
岡
山
県
史

第
八
巻

近
世
Ⅲ
』
第
一
章
第
三
節
三

（
柴
田
一
執
筆
）
参
照
。

（
５９
）『
吉
備
郡
史
』
二
三
九
一
〜
二
三
九
四
頁
。

（
６０
）『
矢
掛
町
史
』
本
編
（
一
九
八
二
年
）
九
七
〇
頁
。

（
６１
）『
矢
掛
町
史
』
本
編
九
七
〇
〜
九
七
一
頁
。

（
６２
）『
吉
備
郡
史
』
二
三
九
〇
頁
、
二
三
九
七
頁
。

（
６３
）
木
崎
愛
吉
『
大
日
本
金
石
史
』（
一
九
二
一
年
、
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
二

年
復
刻
）、
近
江
昌
司
「
楊
貴
氏
墓
誌
の
研
究
」（『
日
本
歴
史
』
二
一
一
、
一

九
六
五
年
）、
岸
俊
男
「
楊
貴
氏
の
墓
誌
」（『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
塙
書

房
、
一
九
六
六
年
、
初
出
一
九
六
〇
年
）。

（
６４
）
近
江
昌
司
前
掲
註
（
６３
）
論
文
。
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（
６５
）
唐
で
楊
貴
妃
と
称
さ
れ
る
の
は
天
宝
四
載
（
天
平
十
七
年
、
七
四
五
）
の
こ

と
で
あ
る
（
岸
俊
男
前
掲
註
（
６３
）
論
文
）。
そ
も
そ
も
楊
貴
妃
は
楊
・
貴
妃

で
あ
り
、
楊
貴
・
妃
で
は
な
い
。

（
６６
）
以
上
、
大
和
の
真
備
伝
説
と
遺
蹟
に
つ
い
て
は
高
原
豊
明
「
吉
備
真
備
伝
説
」

（
高
原
豊
明
前
掲
註
（
２
）
著
書
所
収
）
参
照
。

（
６７
）『
�
�
抄
』『
金
烏
玉
兎
集
』
に
つ
い
て
は
、
深
沢
徹
責
任
編
集
『
日
本
古
典

偽
書
叢
刊
』
第
三
巻
（
現
代
思
想
新
社
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
６８
）『
備
中
古
城
記
』
は
岡
山
県
立
図
書
館
所
蔵
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
書
写

本
に
よ
っ
た
。

（
６９
）『
吉
備
群
書
集
成
』
所
収
。
本
稿
で
は
岡
山
県
立
図
書
館
所
蔵
本
に
よ
る
。

（
７０
）「
吉
備
寺
記
」「
古
冢
記
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

当
該
部
分
を
逐
一
対
照
し
て
み
る
と
そ
の
半
分
近
く
が
同
一
表
現
で
あ
る
。

（
７１
）『
吉
備
群
書
集
成
』
所
収
。

（
７２
）『
吉
備
大
臣
聖
廟
跡
録
』（
真
備
町
公
民
館
）、『
真
備
町
史
』
一
六
八
〜
一
七

〇
頁
所
収
。

（
７３
）
羽
賀
祥
二
前
掲
註
（
３４
）
著
書
な
ど
。

吉
備
真
備
の
遺
蹟
と
歴
史
意
識
―
近
世
備
中
地
域
を
中
心
に
―

二
六


